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令和８年度組織改正のポイント

2Next Stage...

財政部門と政策部門を集約し企画財政局を設置

地域力をさらに高め、豊かさを支える地域振興体制へ
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“あまがさき”が「次のステージ」に進むための体制強化

将来世代に責任を果たす政策・財政一体局への再編

「デジタル×市役所」で、市民利便性を追求する組織へ
あらゆる施策にデジタルの視点を！デジタル戦略担当局の新設

“地域主体”を強力に推進する地域協働局の新設

将来世代に責任を果たすための体制強化、
目まぐるしく変化する社会経済情勢への迅速な対応の実現で、より豊かな尼崎へ



①ＤＸ推進部門、政策部門、財政部門の集約（企画財政局）

主な改正内容①

✓ 企画財政局の担当局としてデジタル戦略担当局及びデジタル
戦略部を新設し、専門性と機動性を発揮

✓ あらゆる施策にデジタルの視点を浸透させ、市民が利便性を
実感できる市役所へ

将来世代に責任を果たす
政策・財政一体局への再編
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企画財政局

政策部

都市政策課

政策推進課

財政部

財政課

技術監理部

技術監理課

～

～

～

名称
変更

資産統括
局から移管

名称
変更

デジタル戦略担当（局）

デジタル戦略部

デジタル推進課

情報システム担当（課）

総務局
から移管

新設

新設

「デジタル×市役所」で、
市民利便性を追求する組織体制の構築

✓ 政策部門（総合政策局）、財政部門・技術監理部門（資産
統括局）、ＤＸ推進部門（総務局）を企画財政局へ集約

✓ 政策・財政の連動強化により、 目まぐるしく変化する社会
経済情勢へ迅速に対応し、未来を見据えた政策を展開



② 協働部門、文化・人権部門、地域部門の独立（地域協働局）

主な改正内容②

✓ 令和８年（２０２６年）は市制１１０周年

✓ 市制１１０周年記念担当（課）を新設し、市民・事業者、
さまざまな主体が一体となって市制１１０周年記念プロ
ジェクトを推進

地域力をさらに高め、
豊かさを支える地域振興体制の強化
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市制１１０周年記念プロジェクト
推進体制の整備

✓ 協働部門、文化・人権部門及び地域部門を集約した地域協働
局を新設し、地域と行政、行政内部の横断的な総合調整機能
を強化し、様々な地域課題に対応

✓ 顔の見える関係・つながりをさらに強め、地域力で豊かさを
感じられる尼崎へ

地域協働局

協働部

協働推進課

市制１１０周年記念担当(課)

文化・人権部

ダイバーシティ推進課

６地域振興センター

６地域課

ダイバーシティ推進第２担当（課）

企画管理課

生涯、学習！推進課

文化振興課

名称
変更

総合政策
局から移管

新設

新設

新設

名称
変更



③ 児童相談所開設を契機とした支援体制の充実（こども青少年局）

主な改正内容③
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子どもの育ち支援センター

こども企画推進課

こども相談支援課

児童相談所

こども安心支援課

こども保護課

北部こども家庭支援担当(課)

南部こども家庭支援担当(課)

保育児童部

「こどもファースト」な視点に立った
切れ目のない支援体制の整備

新設

新設

～

～

新設

新設

～

✓ 児童相談所機能（こども安心支援課）と一時保護機能（こども
保護課）を併せ持つ児童相談所を新設し、こどもファーストな
視点に立った予防から自立まで一貫した支援を実現

✓ 予防的な支援を担う子どもの育ち支援センター（いくしあ）と、
児童虐待への緊急対応や里親の養成など専門的な支援を担う児
童相談所の企画・調整などを一体的に推進するこども企画推進
課を新設

こども青少年局



④ 窓口ＤＸ及び法務・債権管理に係る体制強化（総務局）

主な改正内容④
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法務部

法制課

法制第２担当（課）

税務管理部

税務管理課

納税第１課

公文書管理・統計担当（課）

市民サービス部

納税第２課

市民窓口管理担当（課）

新設
～

～
名称
変更

窓口サービス推進課

～

新設

資産統括
局から移管

名称
変更

～
名称
変更

名称
変更

～ 名称
変更

総務局

✓ 法制課を２課体制とし、増加する法務事務に迅速かつ的確に
対応

✓ 税務管理部の総務局への移管、非強制徴収債権のうち徴収困
難案件等に係る徴収事務の法制第２担当（課）への一元化な
ど、収納率向上と債権管理に係る公平性の確保を推進

窓口DXの推進体制の整備

法務部門及び債権管理部門の体制強化

✓ 窓口サービス推進課を新設し、窓口における市民の負担軽減
に向けて行政手続のスマート化を推進

✓ 市役所全体の窓口機能の横断的な企画・調整を担い、サービ
ス力向上を推進

～



⑤ たばこ・マナーに係る組織体制の改編（危機管理安全局・保健局）

主な改正内容⑤

✓ たばこ対策を保健局（健康支援推進担当（課））へ移管し、
健康増進とマナー双方の側面から一体的に推進

✓ 自転車、ごみを含めた各種マナー向上の取組の総合調整機能
を生活安全・マナー向上推進課へ移管し、マナー向上に向け
た取組を継続
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たばこ対策・マナー向上推進体制の整備

危機管理安全局

生活安全・マナー向上推進課

マナー向上推進担当（課）

健康増進部

危機管理安全部

保健局

健康増進課

健康支援推進担当(課)

企画管理課

災害対策課

廃止

たばこ
関係

マナー
総括

～

～

名称変更

名称
変更

～



（参考）組織数増減比較
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現行（R7.4.1）

局 部 課
４級
事業所

市長事務部局 9 36 133 20

議会事務局 1 3

教育委員会事務局 1 5 20 2

行政委員会（教育除く） 2 4

消防局 1 10 6

公営企業局 1 4 16

合 計 13 47 186 28

改正（R8.4.1）

局 部 課
４級
事業所

10 37 136 20

1 3

1 5 20 2

2 4

1 10 6

1 4 16

14 48 189 28

増減

局 部 課
４級
事業所

＋1 ＋1 ＋3

＋1 ＋1 ＋3

デジタル戦略
担当局の新設

【増】
・デジタル戦略部
・児童相談所
【減】
・こども青少年部

【主な増】
・市制110周年記念
担当（課）

・こども安心支援課
・こども保護課
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